
 

 

 

 

 

 

令和３年度 

 

 

 

 

 

 

業 務 概 要                                   

 

 

（令和２度事業実施状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山梨県立富士ふれあいセンター 



 

 

目    次 

 

 

１ センターの概要          ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  1 

    （1） 設 置 目 的         ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  1 

    （2） 建 設 の 経 緯         ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  1 

    （3） 施 設 の 概 要          ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  2 

    （4） 組織と業務内容          ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  4 

 

２ 管 内 の 状 況          ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  5 

     （1） 管内の概要  ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  5 

    （2） 管内の人口・世帯数   ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  6 

     （3） 身体障害者手帳交付状況  ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  7 

    （4） 療育手帳交付状況  ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  8 

    （5） 精神障害者保健福祉手帳交付状況  ････････････････････････････････････････････････････････････････  8 

 

３ 業 務 の 概 況          ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  9 

     （1） 相談  ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  9 

    （2） 障害児(者)地域療育等支援事業   ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  10 

     （3） 地域交流事業         ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････   13 

    （4） 社会福祉研修事業  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  15 

    （5） 展示・貸出事業  ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････   18 

    （6） 令和２年度利用状況  ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  19 

 

山梨県立富士ふれあいセンター設置及び管理条例  ･････････････････････････････････････････････････････  20 

山梨県立富士ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則  ････････････････････････････････  22 



 

－1－ 

１ セ ン タ ー の 概 要 
 

 

(1) 設置目的 

   富士ふれあいセンターは、富士・東部地域の障害児(者)の自立と社会参加を積極的に推進し、 

ノーマライゼーションの理念に基づいた地域社会の構築を目指す『富士ふれあいの村構想』により、

障害者支援施設「はまなし寮」及び「ふじざくら支援学校」と一体的に整備されました。 

当センターは、その構想の中核施設として、地域の医療、福祉、保健等関係機関と密接な連携を

図る中で、当地域の障害児（者）の自立と社会参加を積極的に推進することを目的に、障害者福祉

相談、各種研修・講座の実施等、専門的福祉サービスを提供しています。 

 

(2) 建設の経緯 

  富士ふれあいセンターを含む「富士ふれあいの村」の開設までの経緯は次のとおりです。 

① 平成 3年 2 月議会において、「富士北麓・東部地域に、心身の不自由な方々の在宅福祉を支え、

地域における福祉推進の拠点となる福祉施設の整備を推進する。」旨を知事が表明 

② 平成 3 年 6 月補正で、基本構想策定のための福祉ニーズ、障害者の実態、社会福祉資源等につ

いての基本調査費を予算計上 

③ ②を受け、基本調査を(社)日本病院建築協会に委託するとともに、庁内関係各課による検討委  

員会を設置し、基本構想を検討（ 5 回開催） 

④ 平成 4 年度、基本調査結果を踏まえ基本構想の策定を委託 

⑤ 平成 5 年度、庁内検討委員会の設置（検討 3 回）、併せて庁外検討委員会を設置（検討 4 回） 

する中で基本コンセプト、拠点施設の機能、入所施設の必要性・種別、地域・既存施設等との連 

携、既存医療機関等との連携の必要性、建築場所の選定条件等について検討し、方向を明示 

⑥ 平成 6 年 2 月議会において、建設地は「山梨赤十字病院の南側に隣接した県有地」とする旨を  

知事が表明 

⑦ 平成 6 年度当初予算に基本実施設計委託料、地質調査委託料を計上 

※ 平成 6 年 7 月より、環境影響調査、周囲測量、地質調査を実施 

⑧ 平成 7 年 3 月 16 日  起工式 

⑨ 平成 8 年 3 月    竣 工 

⑩ 平成 8 年 4 月    開 館（富士ふれあいセンター、はまなし寮、ふじざくら支援学校） 
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 (3) 施設の概要 

① 富士ふれあいの村 

   ○ 所 在 地  南都留郡富士河口湖町船津 6663-1 

   ○ 敷地面積  119,000 ㎡ 

   ○ 施 設 名  ・山梨県立富士ふれあいセンター 

            ・山梨県立ふじざくら支援学校 

            ・(福)山梨県社会福祉事業団 障害者支援施設 はまなし寮（H17.4.1から

上記事業団へ移管） 

           ・富士・東部小児リハビリテーション診療所（H27.4.2開設） 

 

 

 

② 富士ふれあいセンター 

   ○ 規 模  鉄筋コンクリート造平屋建 

延べ床面積 1,398.46 ㎡  建築面積 1,666.07 ㎡ 

   ○ 総工事費  5 億 972 万 7 千円 

   ○ 施工期間  平成 7 年 3 月～平成 8 年 3 月 

   ○  開 館  平成 8 年 4 月 1 日 



施　設　名 床 面 積 設　 備　 内　 容（ 用　途 ）

　車イス・介護ベッド等の福祉機器・福祉用具等の展示
　管内福祉施設に関する資料の掲示等

　点字図書・大活字本・字幕入りビデオテープ・カセットブック・

　一般図書の貸出し

　点字ワープロ、拡大図書器、ビデオ付きテレビ、テープレコーダー

研 修 室 90 　㎡ 　（一体使用が可能）
　机使用30～100人分、イスのみ120人分

大 研 修 室 162 　㎡ 
　音響装置、スライド映写機、OHP、ビデオプロジェクター

　上下可動型台所装置2台、電磁調理器、オーブンレンジ、炊飯器等
　の調理用器具
　電気陶芸窯、ろくろ等の陶芸用具
　卓上織物機、革細工用具
　昇降テーブル3台

　畳部分10畳（茶室兼用）、座卓、水屋、茶道具
　昇降テーブル2台

更 衣 室 12.5 ㎡ 　ロッカー

医 務 室 15　 ㎡ 

相 談 室 19.8 ㎡ 　（相談・検査）

所 長 室 19.8 ㎡ 

事 務 室 48 　㎡ 　一般事務（相談・判定受付、施設利用受付）

第 2 実 習 室 　54 　㎡ 

機能訓練室 　75 　㎡ 

　※ 太線内は、利用可能（貸出）施設です。

（ 第 １ 実 習 室 ）　　　　　　　        　　　　　（ 第 ２ 実 習 室 ）

○　施 設 内 容

展 示 室 90 　㎡ 

図 書 室 63 　㎡ 

第 1 実 習 室 　54 　㎡ 
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③ 富士ふれあいセンター施設平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 組織と業務内容 

 

○経理・給与・福利厚生 

○財産・物品の管理 
総務スタッフ     ○図書室の運営 

３人    ○施設利用の受付・調整 

○施設及び敷地内の整備管理 

 

所 長    次 長 

○発達障害児（者）に関する相談 
○相談・判定・福祉情報の提供 

○障害児(者)地域療育等支援事業の実施 
ふれあい推進    ○地域福祉講座・文化教養講座の開催 

スタッフ５人    ○富士ふれあいの村まつりの開催 

○自立支援・療育に関する講習会の開催 

○情報誌・広報誌の発行 

 

 

・大研修室 
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２ 管 内 の 状 況 
 

(1) 管内の概要 

 当センターは、富士・東部地域 12市町村（富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、南都留郡２町

４村、北都留郡２村）を管内としています。 

 管内の総面積は、1,309.34㎢で全県の29.3％を占め、世帯数は70,972世帯で20.9%、人口は、171,561

人で21.3%を占めています。（令和3年 4月 1日現在） 

 当管内は富士北麓地域と東部地域の二つの地域からなり、富士北麓地域は、県の南東部に位置し、

周囲に富士山を始めとした山塊に囲まれ、神奈川県・静岡県に接した地域で、東富士五湖道路、国道

１３８号、１３９号など静岡県に連絡する幹線を有し、富士急行線、中央自動車道富士吉田線などの

交通網も整備されています。また、当地域は、世界文化遺産である富士山や富士五湖に代表される日

本有数の観光地であり、毎年多くの観光客が訪れます。 

東部地域は、県の東部に位置し、海抜 200ｍ未満の河谷から2,000ｍに達する高山をもつ山間地帯に

広がっており、東京都・神奈川県・埼玉県に接した地域で、ＪＲ中央線、中央自動車道、国道２０号、

１３９号により東京圏へ連絡しています。当地域は東京圏への就業者が多く、山間部においては、若

年層の流出により、高齢化とともに過疎化も進んでいる地域です。 

 管内の身体障害者手帳交付者数は6,551人、療育手帳交付者数は 1,528人、精神障害者保健福祉手

帳交付者数は1,410人です。（令和3年 3月31日現在） 

  



(2) 管内の人口・世帯数

対前年増減率 対前年増減率

(%) (%)

富 士 吉 田 市  121.83 18,484 △ 0.8 22,552 23,759 46,311 △ 1.2

都 留 市  161.58 13,898 2.9 14,748 15,856 30,604 0.9

大 月 市  280.30 9,181 △ 3.6 10,760 11,443 22,203 △ 2.7

上 野 原 市  170.65 9,495 △ 1.3 11,293 11,224 22,517 △ 1.2

道 志 村   79.57 609 3.0 796 792 1,588 0.0

西 桂 町   15.18 1,487 △ 0.1 1,905 2,061 3,966 △ 2.3

忍 野 村   25.15 3,468 △ 3.2 5,057 4,085 9,142 △ 0.4

山 中 湖 村   52.81 1,997 2.4 2,586 2,613 5,199 1.4

鳴 沢 村   89.56 1,057 △ 2.5 1,392 1,425 2,817 △ 3.2

富士河口湖町   158.51 10,668 2.9 12,847 13,180 26,027 2.4

小 菅 村   52.65 339 4.6 339 327 666 △ 2.9

丹 波 山 村  101.55 289 6.3 275 246 521 3.8

管 内 計 1,309.34 70,972 0.0 84,550 87,011 171,561 △ 0.4

山 梨 県 4,465.37 339,256 △ 0.1 395,449 410,760 806,209 △ 0.1

(令和３年４月１日現在）

（山梨県常住人口調査結果報告）

世     帯

市町村名 面 積

世帯数 男 女 総 数

-6-



(3) 身体障害者手帳交付状況

（令和３年３月３１日現在）

125 92 2 27 916 298 171 48 89 0 5 1,773

80 85 2 17 506 212 103 17 40 0 4 1,066

69 111 1 12 490 259 102 18 68 1 3 1,134

56 127 2 10 419 146 85 7 35 1 1 889

5 3 1 1 30 9 9 1 2 0 0 61

14 7 0 2 65 34 16 5 7 0 1 151

24 16 0 1 127 40 32 3 7 0 1 251

5 10 0 3 103 39 25 5 9 0 2 201

2 8 0 1 58 19 7 6 2 0 0 103

53 60 1 14 431 133 93 20 50 0 6 861

4 2 0 0 16 7 2 0 1 0 0 32

1 1 0 1 12 5 3 0 6 0 0 29

438 522 9 89 3,173 1,201 648 130 316 2 23 6,551

＊　免疫機能障害については、加味していません。

－
７
－

障害区分

（単位：人）

小 菅 村

上 野 原 市

視覚

富 士 吉 田 市

都 留 市

大 月 市

合計

管 内 計

道 志 村

西 桂 町

忍 野 村

市町村名

丹 波 山 村

山 中 湖 村

鳴 沢 村

富 士 河 口 湖 町

小腸 肝臓聴覚 平衡
音声・言語
・そしゃく

肢体 心臓 腎臓 呼吸器 膀胱・直腸



(4) 療育手帳交付状況

区　　分　

　市 町 村 Ａ－１ Ａ－２ａ Ａ－２ｂ Ａ－３ Ｂ－１ Ｂ－２ 18才未満 18才以上

富 士 吉 田 市 48 43 91 8 122 104 85 331 416

都 留 市 18 20 44 4 78 85 36 213 249

大 月 市 17 32 59 4 73 64 26 223 249

上 野 原 市 22 31 35 6 50 61 29 176 205

道 志 村 0 1 6 0 4 1 2 10 12

西 桂 町 2 5 11 1 17 8 5 39 44

忍 野 村 5 5 8 1 16 23 19 39 58

山 中 湖 村 7 4 10 1 7 11 4 36 40

鳴 沢 村 2 4 6 0 6 6 2 22 24

富 士 河 口 湖 町 20 32 49 4 49 63 66 151 217

小 菅 村 2 0 2 0 3 0 1 6 7

丹 波 山 村 0 3 0 0 1 3 1 6 7

管 内 計 143 180 321 29 426 429 276 1,252 1,528

（単位：人）

(5) 精神障害者保健福祉手帳交付状況

市 町 村

富 士 吉 田 市

都 留 市

大 月 市

上 野 原 市

道 志 村

西 桂 町

忍 野 村

山 中 湖 村

鳴 沢 村

富 士 河 口 湖 町

小 菅 村

丹 波 山 村

管 内 計

5

4

1,410

9

30

37

22

24

192

（令和3年3月31日現在）

手帳数

408

256

222

201

障 害 程 度 別 年 齢 別

合    計

（令和3年3月31日現在）

－８－
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３ 業 務 の 概 況  

(1) 相 談 

①障害福祉相談 

   専門スタッフ（ソーシャルワーカー、心理士）が、富士・東部地域を対象として、障害児（者）、

家族、関係者等の各種相談に応じます。 

＜障害福祉相談件数＞ 

来   所 電   話 その他（訪問等） 合   計  

（件） ２７３ ３０ ３０ ３３３ 

            ※障害児（者）地域療育等支援事業にかかわる相談は除く。 

②ことばの療育相談 

   言語について問題を抱えている児者とその家族に対して専門家による相談や指導を行い、家庭

での働きかけ方等の療育相談による日常生活の向上を援助します。 

  ＜ことばの療育相談件数＞ 

開催回数（延べ）  ４６     

（件）        相談件数（延べ） ２４１ 

 

③相談・判定（障害者相談所兼務） 

主として富士・東部地域の身体障害者（18才以上）の補装具及び知的障害者（18才以上）の療

育手帳の相談・判定を、障害者相談所の兼務である福祉職員と心理判定員が行います。また、富

士ふれあいセンター内だけでなく、管内各地への巡回による判定も行います。 

＜身体障害者関係＞ 

 （相談内容） 

 来  所 巡  回 計  

（件）        補 装 具 ３２ ６ ３８ 

 （判定内容） 

 来  所 巡  回 計       

（件） 補 装 具 ３２ ６ ３８ 

＜知的障害者関係＞ 

 （相談内容） 

 来  所 巡  回 計  

（件） 療育手帳 ７７ ９ ８６ 

 （判定内容） 

 来  所 巡  回 計  

 

 

（件） 

医学判定 ６ ０ ６ 

心理判定 ７７ ９ ８６ 

合  計 ８３ ９ ９２ 

 

④発達定例相談（こころの発達総合支援センター兼務） 

   主として富士北麓地域の子どもの心の問題（１８才未満）及び発達障害（幼児期から成人まで）

の相談に応じています。 

 （内容） 来  所 訪  問 計  

（件） 相  談 １０８ ０ １０８ 
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(2) 障害児（者）地域療育等支援事業 

 

１ 目 的 

  在宅の障害児（者）の地域生活を支えるため、療育、相談、福祉に関する啓発等を実施するとと

もに、地域での療育、支援体制を整備し、福祉の向上を図ることを目的とします。 

 

２ 対 象 

  在宅の知的障害児（者）、身体障害児、発達障害児とその家族、福祉施設（保育所、障害児施設）

等の職員、関係者 

 

３ 実施主体及び地域 

    実施主体・・・富士ふれあいセンタ－（事業の承認 平成１０年１０月１日） 

    地  域・・・富士北麓地域（１市２町４村） 

但し、拠点施設として富士・東部圏域（４市２町６村） 

 

４ 事業内容 

（１）在宅支援訪問療育等指導事業 

① 巡回相談 

     1) 相談指導班（福祉専門職、理学療法士、言語聴覚士、作業療法士等）を配置し、相談・指

導を希望する在宅障害児（者）の家庭に随時訪問させ、又は、地域を巡回して各種相談・指

導を行います。 

     2) 乳幼児発達支援 

       保健所と協力して、心理判定員が相談に応じ乳幼児の発達支援を行います。 

② 訪問健康診査 

医療機関等における健康診査を受けることが困難な知的障害児（者）等の家庭を、医師・保 

   健師等が訪問し健康診査や各種相談を行います。 

（２）在宅支援外来療育等指導事業 

在宅の障害児（者）及び保護者に対し、外来の方法で、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

等専門家による各種相談・指導を行います。 

（３）施設支援一般指導事業 

心身障害児通園事業や障害児保育及び、障害児教育等を行う保育所・学校・福祉施設等の職員

に療育に関する技術指導を行います。 

① 研修会の実施        年３回 

②  訪問指導          随 時 
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（４）地域生活支援事業 

① 相談支援事業 

当センタ－に在宅福祉を担当する職員（コーディネーター）を配置し、在宅障害児（者）と

その家族に対して家庭訪問や面接、電話等による各種相談に応じます。 

市町村の行う相談支援事業の中でも広域的な課題、困難事例等については、共働して対応し

ます。 

② ボランティア育成 

        学生をはじめ一般の方を対象に、障害及び障害児（者）の理解を深め、ボランティアへの意

識や関心を高め、障害児（者）の地域生活を支援するボランティアの養成を図ることを目的と

して、講習会等の企画、運営を行います。 

③ 情報誌の発行 

地域療育等支援事業に関する情報を、関係機関をはじめ地域療育登録者等に周知し、療育に

関する理解を深めるため、情報誌「ふれあいだより」を発行します。 

  ④ 地域啓発活動 

    障害福祉関係者をはじめ一般の方を対象に、障害及び障害児（者）の理解を深め、障害児（者）

が住みやすい社会を作ることを目的として、障害福祉等に関する研修等を実施します。 

⑤ 地域障害者自立支援協議会の支援 

富士・東部圏域の拠点施設として、富士北麓圏域障害者自立支援協議会（６市町村）をはじ

め、管内の地域障害者自立支援協議会へ参画し、保護者、施設事業所及び市町村行政等関係機

関と連携して、障害福祉の課題について検討し、解決に向けて取り組みます。 



令和2年度障害児（者）地域療育等支援事業実施状況

日・回数 人　数 合　　計

０日 ０人
７日

２1人

３日 ４人

０日 ０人
３日
４人

施設等訪問指導 保育園、施設等訪問指導 １７回 ５４人
１８回

１１６人

来所相談 １６７回
１６７人

（４６人）

 家庭訪問等 ３回
３人

（１人）

ボランティア育成 １回 ４人

地域啓発活動 地域啓発活動 ２回 ３１人 ２４６回
２７８人

情報誌の発行
　「ふれあいだより」

１回

合　　　計 ４１９

※（　　）内は実人数

項　     　　目

巡回相談

作業療法関連相談

ことばの療育相談関連相談

訪問健康診査

７３人
（１７人）

０人理学療法関連相談

(上記回数に情報誌
発行は含まず)

研修会
施設支援一般指導事業療育関係者
研修会

１回 ６２人

７日
（７回）

２1人

地

　
域

　
生

　
活

　
支

　
援

　
事

　
業

施
設
支
援
一
般
指
導
事
業

在
宅
支
援
外
来
療
育
等
指
導
事
業

在

宅

支

援

訪

問

療

育

等

指

導

事

業

相談援助事業 電話相談 ７３回

０日
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(3) 地域交流事業 

 ① 文化教養講座 

     障害者の自立や生活の質の向上・地域交流などの場として、教室を開催します。各教室とも、

それぞれの参加者に合わせた方法で工夫しながら行います。 

 

教室名 対象者 期間 回数 受講者 内      容 

陶  芸 

障害者及び 

    介護者 

一般(若干名) 

10／23 

  ～2/26 
８回 40人 

お皿やカップなど実用的なもの・季節を

感じる小物などを作製する中で、陶芸の

技法を楽しみながら学ぶ。 

料  理 

障害者及び 

    介護者 

一般(若干名) 

10/14 

 ～11/25 

 

4回 

 

39 人 

旬の食材を使い、簡単に作れる外国のメ

ニュー等を提案。参加者同士が協力して

調理や片付けを行う。 

茶  道 

障害者及び 

    介護者 

一般(若干名) 

10/7 

 ～11/18 
4回 47人 

季節を感じる茶菓子を用意し、なごやか

な雰囲気の中で車椅子の方もテーブル

での御手前を実施（裏千家）。 

夏期教室 

障害者及び 

    介護者 

一般(若干名) 

8/7 1 回 11人 

フィンランドの伝統的な装飾品で 

幸福のお守りとされているヒンメリを 

制作した。 

工  作 

障害者及び 

    介護者 

一般(若干名) 

 

12/7 

 

1回 11人 

お部屋のクリスマスムードを盛り上げ

てくれるキャンドルスタンドを制作し

た。 

絵てがみ 

教  室 

障害者及び 

    介護者 

一般(若干名) 

7/27 

2/1 
2 回 33人 

基本の筆の持ち方・動かし方を意識しな

がら、7月はうちわ、2月は節分の日に

ちなんだ絵手紙を作成した。 

合      計 20回 181人  
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 ② 富士ふれあいの村まつり 

     地域交流事業の大きな核として位置づけ、富士・東部地域の障害児(者)の方と地域住民の方

が集い、ふれあう場として開催します。 

令和２年度は新型コロナウィルスの影響で中止 

例年は９月に開催、約１，３００人の障害児者、関係者等が参集し、それぞれの演技・演奏、

模擬店、フリーマーケット等を楽しみました。 

 

    

 
 

演技・演奏の様子 

 

 ③ 富士ふれあいの村だより 

  令和２年度富士ふれあいの村だよりの発行状況 

 
内       容 執    筆    者 

第２５号 

① ニューノーマルでの事業実施を目指して 

② はまなし寮 

③ 開校から２５年目をむかえて 

④ 新型コロナウィルス感染症とわたしたち 

⑤ 富士・東部圏域の障害福祉相談の体制 

 

⑥ 富士ふれあいの村へのアクセス 

・富士ふれあいセンター 所長 小倉良二 

・はまなし寮      寮長 田口芳樹 

・ふじざくら支援学校  校長 望月 公 

・富士・東部保健所   所長 中根貴弥 

・山梨県相談支援体制整備事業 

 富士・東部圏域マネージャー 小松 繁 
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(4) 社会福祉研修事業 

 ① 地域福祉講座 

     障害者の理解を深め、障害者が住みやすい社会を作ることを目的とし、福祉に関わる身近な   

問題を取りあげ、講師を招き、学習や問題提起の場として開催します。 

 

講  座  名 開 催 日 受講者 内  容 

新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止  

計38人 

市町村職員、福祉関係

者、障害者とその家族等

の様々な方を対象とし

た講演会 

 

「発達障害と愛着障害  

―類似点と相違点、支援のポイント―」 

<講師> 

山梨英和大学教授・専攻主任  

小林真理子 氏 

令和2年 

10月26日（月） 

     

 

 ② 点訳・手話講習会 

     各種障害に対する正しい知識を養うことと、障害のある方の自立と社会参加を促進するため、

点訳講習会及び手話講習会を開催します。 

 

講  座  名 開 催 日 
開催回数 

（延べ） 

受講者 

（延べ） 
内  容 

｢手話入門講習会｣ 

<講師> 

・山梨県聴覚障害者協会  

小佐野 松雄 氏 

・山梨県認定手話通訳者  

白壁 由里子 氏 

令和2年 

   8月 5日 

8月12日 

 

2回 18人 

聴覚に障害のある方について

理解し、手話への興味関心を

深め、初歩的な手話を学習 

｢初級点訳講習会｣ 

<講師> 

・青い鳥奉仕団 

点訳奉仕員 松浦 敬子 氏  

令和3年 

3月 8日 

3月15日 

3月22日 

3回 15人 

視覚に障害のある方、点字に

ついて理解し、点訳方法を学

習 
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 ③ レクリエーション講習会 

     障害者の自立と社会参加を促進するため、社会福祉研修事業の一環として開催します。 

障害者レクリエーション講習会」は、障害者の身体的・精神的な負担の軽減を図るとともに、

適性に応じたレクリエーション指導の方法について、理解を深めていただくため開催します。 

 

講  座  名 開 催 日 受講者 内  容 

レクリエーション講習会 

 

<講師> 

・福祉レクリエーション研究会 

  代表 越水 やすみ 氏 

 

令和２年 

7月15日（水） 
 ５人 

「身近な物を使ってクラフ

ト作り －座位で出来るリ

ハビリ体操・脳トレ体操－

」 

（対象：施設職員、社会福

祉協議会職員など） 

レクリエーション講習会 

 

<講師> 

・福祉レクリエーション研究会 

  代表 越水 やすみ 氏 

 

 

新型コロ

ナウィル

ス感染拡

大防止の

ため中止 

 

 

          

          

レクリエーション講習会 
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④ 自立支援・療育研修会 

障害児（者）が自立した生活を送れるよう、社会生活を営む上での技能を身につけるための講習

会を行います。また、障害児（者）及び発達の気になる子どもの保護者や関係者が適切な関わり方

を学ぶための講習会を行います。 

 

開催日時 受講者 講師・内容 

令和2年8月13日（木）

10:00～12:00 
1名 

「発達障がいがある方の地域社会参加に向けて」 

 

講師：障がい者就業・生活支援センター ありす 

    主任就労支援ワーカー 三浦 誠 氏 

令和2年8月13日（木）

10:00～12:00 
1名 

 

「仕事について学ぼう、体験しよう」 

職業講座（１）「仕事について学ぼう」 

（２）「職業クイズ・職業調べ」 

 

講師：障がい者就業・生活支援センター ありす 

       主任就労支援ワーカー 三浦 誠 氏 

 

講師：こころのサポートセンター ネストやまなし 

       児童発達支援管理責任者 小田切 雄太 氏 

令和3年2月 3日（水） 

2月17日（水） 

15:30～17:00 

2名 

「小学生発達療育保護者面談」 

 

講師：こころのサポートセンター ネストやまなし 

       児童発達支援管理責任者 小田切 雄太 氏 

令和3年2月 3日（水） 

2月17日（水） 

15:30～17:00 

2名 

「小学生発達療育個別プログラム」 

 

講師：こころのサポートセンター ネストやまなし 

       児童発達支援管理責任者 小田切 雄太 氏 
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 (5)展示・貸出事業 

 

① 図書貸出し 

    図書室では、一般図書の他、視聴覚障害者のための朗読カセット、大活字本、点字本、聴覚障

害者向けの字幕入りビデオの閲覧、貸出しを行います。 

 

    蔵書等の数 

 

〈 一 般 図 書 〉 

１，０８４冊  

〈 点 字 本 〉                                 

１３０冊                        

〈 大 活 字 本 〉                

４２冊 

〈 朗読カセットテープ 〉                              

６６巻                       

〈 字幕入りビデオテープ ・ＤＶＤ〉         

１，３３６巻 

                                   図 書 室 

 

 ② 管内福祉施設の生産物等の展示 

    展示室では、管内福祉施設の生産物等を常時展示しており、来所者、相談者、視察者の方々等、

どなたでも自由に見学していただいています。 



(6)令和２年度利用状況

肢体 視覚 聴言 内部 知的 発達 精神 重複 その他 小計 家族等
関係者
一般等

小計 計

2 0 0 0 15 280 0 31 5 333 299 47 346 679

5 0 0 0 71 34 0 14 117 241 266 6 272 513

76 0 0 0 178 0 0 0 0 254 0 0 0 254

0 0 0 0 1 37 0 15 55 108 114 16 130 238

0 0 0 0 38 180 0 20 84 322 3 94 97 419

3 1 0 1 63 0 6 13 3 90 1 46 47 137

0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 69 72 75

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 4 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 1 1 1 0 0 1 5 0 526 526 531

0 1 0 1 1 1 0 0 1 5 4 17 21 26

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 23

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 3 0 3 368 537 6 93 266 1,362 690 848 1,538 2,900

2,900

計

令和２年度は新型コロナウィルスの影響で中止

(単位：人)

障害福祉相談

文化教養講座

社会福祉研修事業

施設見学

ことばの療育相談

相談・判定

地域療育等
支援事業

図書貸出事業

研  修  室

第一実習室

ビデオ貸出事業

富士ふれあい
の村まつり

合     計

発達定例相談

第二実習室

　　　　　※「相談・判定事業」は、家族等のカウントはしていない。

- 19 -



 

-20- 

 

山梨県立富士ふれあいセンター設置及び管理条例 
                                                         （平成７年条例第47号） 
 

（設置） 

第１条 障害者と地域住民との交流の場を提供するとともに、障害者の福祉の向上のための相談、福祉

に関する情報の提供等を行い、もって障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、富士ふ

れあいセンターを設置する。 

 

（名称及び位置） 

第２条 富士ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 山梨県立富士ふれあいセンター 

位置 南都留郡富士河口湖町 

 

（事業） 

第３条 山梨県立富士ふれあいセンター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。 

一 障害者の福祉の向上のための相談を行うこと。 

二 障害者の福祉に関する情報の提供、福祉機器の展示及び図書等の貸出しを行うこと。 

三 障害者の活動を支援する人材を養成するための研修等の開催に関すること。 

四 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事業 

 

（職員） 

第４条 センターに、所長その他の職員を置く。 

 

（利用の許可等） 

第５条 センターの研修室又は実習室を利用しようとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければ

ならない。 

２ 知事は、センターの研修室又は実習室の利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平

成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団(第７条第４号において単に「暴力団」という。)

の利益となると認められるときは、前項の許可をしないことができる。 

 

（休館日） 

第６条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。 

一 日曜日及び土曜日 

二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 

三 12月29日から翌年１月３日まで 

四 その他知事が必要と認める日 

２ 前項の規定にかかわらず、知事は、特に必要があると認めるときは、同項の休館日を変更すること

ができる。 

 

（利用の制限） 

第７条 知事は、センターを利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、第５条第１項の許可

を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。 
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一 秩序を乱すおそれがあるとき。 

二 施設又は設備器具を損傷するおそれがあるとき。 

三 前２号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。 

四 その利用が暴力団の利益となると認められるとき(センターの研修室又は実習室の利用に係るも

のに限る。)。 

 

（警察本部長への情報提供依頼） 

第８条 知事は、次に掲げる場合においては、第５条第１項の許可を受けようとする者又は受けた者(当

該者が法人である場合には、その役員。次条において同じ。)に関し、山梨県暴力団排除条例(平成22

年山梨県条例第35号)第２条第３号に規定する暴力団員等(次条において単に「暴力団員等」という。)

であるか否かについて、警察本部長に対し、情報の提供を求めることができる。 

一 第５条第１項の許可をしようとする場合 

二 前条の規定による第５条第１項の許可の取消し又は利用の停止若しくは制限をしようとする場合 

 

（知事への情報提供） 

第９条 警察本部長は、前条の規定により情報の提供を求められた場合のほか、その保有する情報によ

り第５条第１項の許可を受けようとする者又は受けた者が暴力団員等であると認める場合においては、

知事に対し、その情報を提供することができる。 

 

（委任） 

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
 
   附 則 
 この条例は、平成８年４月１日から施行する。 
   附 則（平成11年条例第34号） 
  この条例は、公布の日から施行する。 
   附 則（平成15年条例第38号） 

 この条例は、平成15年11月15日から施行する。 

附 則（平成24年条例第26号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成24年４月１日から施行する。 

（山梨県立富士ふれあいセンター設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置） 

25 第24条の規定による改正後の山梨県立富士ふれあいセンター設置及び管理条例第５条第２項の規 

定は、施行日以後に行われる同条第１項の許可の申請について適用し、施行日前に行われた第24条の

規定による改正前の山梨県立富士ふれあいセンター設置及び管理条例第５条の許可の申請については、

なお従前の例による。 

附 則（平成26年条例第79号）抄 

（施行期日） 
１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。 
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山梨県立富士ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則 
                                                         （平成７年山梨県規則第74号） 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、山梨県立富士ふれあいセンター設置及び管理条例(平成７年山梨県条例第47号。

以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（利用の許可） 

第２条 条例第５条第１項の規定により山梨県立富士ふれあいセンターの研修室又は実習室の利用の

許可を受けようとする者は、山梨県立富士ふれあいセンター利用許可申請書（第１号様式）を知事

に提出しなければならない。 

 

（利用内容の変更等） 

第３条 条例第５条第１項の規定により山梨県立富士ふれあいセンターの研修室又は実習室の利用の

許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用の内容を変更しようとするときは、あらか

じめ山梨県立富士ふれあいセンター利用変更承認申請書(第２号様式)を知事に提出し、その承認を

受けなければならない。 

２ 利用者は、利用の取消しをしようとするときは、あらかじめその旨を知事に届け出なければならな

い。 

 

（利用時間） 

第４条 山梨県立富士ふれあいセンターの利用時間は、午前９時から午後５時までとする。 

２ 知事は、特に必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。 

 

附 則 

この規則は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則（平成11年規則第50号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成24年規則第29号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

（山梨県立富士ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

９ この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の山梨県立富士ふれあいセンター
設置及び管理条例施行規則第１号様式による山梨県立富士ふれあいセンター利用許可申請書は、こ
の規則による改正後の山梨県立富士ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則第１号様式によ
る山梨県立富士ふれあいセンター利用許可申請書とみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 



第1号様式(第2条関係) 

年  月  日  

 山梨県知事 殿 

申請者住所              

ふりがな               

氏名              印  

生年月日      年  月  日  

  (団体にあっては、主たる事務所の  

所在地及び名称並びに代表者の氏名  

及び生年月日) 

山梨県立富士ふれあいセンター利用許可申請書 

 

 次のとおり山梨県立富士ふれあいセンターを利用したいので、山梨県立富士ふれあいセ

ンター設置及び管理条例第5条第1項の規定により許可を申請します。 

利用施設

及び日時 

研修室       年  月  日  時から 

      年  月  日  時まで 

第1実習室       年  月  日  時から 

      年  月  日  時まで 

第2実習室       年  月  日  時から 

      年  月  日  時まで 

相談室       年  月  日  時から 

      年  月  日  時まで 

展示室       年  月  日  時から 

      年  月  日  時まで 

図書室       年  月  日  時から 

      年  月  日  時まで 

利 用 人 員 人  

利 用 目 的   

□誓約等 

(誓約等を

す る 場 合

は、□にレ

印を記入す

ること。) 

1 この申請による利用は、暴力団の利益となるものではありません。 

2 この申請による利用が暴力団の利益となると認められた場合、その許可が取

り消されても異存はありません。 

3 私(団体である場合には、その役員を含む。)が暴力団員等(※)又は暴力団で

あるか否かについて警察当局へ情報照会を行うこと及び警察当局から情報提

供を受けることを承諾します。 

※暴力団員等:暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 

注 申請者が団体である場合は、その役員の役職名、住所、氏名(ふりがなを付す。)及び

生年月日を記載した書類を添付すること。 



 

 

第2号様式(第3条関係) 

年  月  日   

 

  山梨県知事    殿 

 

住 所              

氏 名          印   

団体にあっては団体名及び

代表者の氏名 

 

山梨県立富士ふれあいセンター利用変更承認申請書 

 

    年  月  日付けで許可のあったこのことについて、その利用の内容を次のと

おり変更したいので承認願います。 

許可を受けた施設名   

許可を受けた利用日時   

変 更 の 内 容   

変 更 の 理 由   

 




